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エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書 

 
申請者（補助事業者） 氏名又は名称 

代表者の役職・氏名                               
（貸渡し先 （リースの場合）                            ） 
 

 
エコドライブを含む燃費改善の取組体制の構築・運用状況は以下のとおりであることを報告します。 

項 目 
該当 
状況 エコドライブ注２を含む燃費改善の取組体制に関する事項 

１ 取組体

制に係る

第三者認

証の取得 
注３、注４ 

 以下のいずれかの第三者認証の取得 （該当するものに○） 

ISO14001 ／ グリーン経営認証 ／ エコアクション２１ ／貨物自動車運送事業安全性評価事業（Gマーク）  

グリーン・エコプロジェクト（東京都トラック協会） ／ 東京都貨物輸送評価制度 

 上記以外の第三者認証の取得注５ 

認証の名称（                         ）認証の機関（                         ） 

↑１．の第三者認証の取得が確認できれば、↓２．の取組体制の構築・運営状況は記入不要 

２ 取組体

制の構築・

運営状況 
注３、注４、注６ 

該当 

状況 

取組体制

の要件 

構築・運営の状況 

項目  

 指針・マニ
ュアル・取
組方針等
の策定及
び事業所
への備え
置き・共有
等 

当該指針等名称  

策定年月日  

適用対象事業所名称  

共有方法  

 

取組状況
の測定・記
録  

月別燃料消費量記録 

方法 
 

燃費実績記録方法 

 
 

デジタル運行記録計等 

車載機器の活用方法 
 

その他  

 

評価と改
善の手順
の明確化 

ドライバー以外の管理者 

等による記録の確認方法 
 

取組改善の検討の手順 

のルール化等の方法 
 

その他  

 

ドライバー
への定期
的な教育・
訓練の実
施 

ドライバー向けのエコドライブ

マニュアル等配布実施 

 

実地訓練の実施  

講習会の受講義務等の実施

内容 
 

 

注１） 現に構築・運用または該当している場合は○、今後１年以内に構築・運用または該当予定の場合は△を記載。 

注２） エコドライブとは、エコドライブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）が策定した「エコドライブ１０のすすめ」

（http://www.env.go.jp/air/car/ecodrive/susume.html）に該当する取組をいう。以下同じ。 

注３） 交付申請時においては、項目１のいずれかに○または△、もしくは項目２のすべてに○または△が付されていること。項目１のいずれかに○を付した場合

はその認証を示す有効な書面の写しを添付、項目２の各事項のみに○を付した場合には各事項の構築・運営状況の欄にその状況を記載すること。 

注４） 補助事業を実施した翌年度の事業報告書（様式第７）の提出時（補助事業実施年度の翌々年度に提出）においては、項目１のいずれかに○、もしくは項目

２のすべてに○が付されていること。また、項目１のいずれかに○を付した場合はその認証を示す書面の写し（注３により提出済みの場合を除く）を、項目２

の各事項のみに○を付した場合には各事項の構築・運営状況の欄にその状況を記載すること。 

注５） ISO9001、ISO39001など、エコドライブによる燃費の改善の取組を対象としない認証は該当しない。 

 

 

注１ 
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